
【
独
立
行
政
法
人
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構

二
〇
二
〇
年
度
十
月
期
学
位
授
与
申
請
】

氏
名

菅
野

拓

専
攻
の
分
野

学
士
（
法
学
）

学
修
成
果
の
論
題

「
臨
沢
県
晋
簡
の
争
訟
に
現
れ
た
可
罰
性
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（
後
掲
）

小
論
文
試
験
日
時

二
〇
二
〇
年
一
二
月
一
三
日
（
大
阪
）

九
十
分
間

受
験
番
号
五
〇
二
三

審
査
結
果

合
格

学
位
記
番
号

第
五
六
四
八
七
号
（
二
〇
二
一
年
二
月
一
九
日
）

［
小
論
文
試
験
の
問
題
１
］

あ
な
た
は
学
修
成
果
の
中
で
、
中
国
法
制
史
に
お
け
る
律
と
令
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
は
本
論
の
テ
ー
マ
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
で
す
か
。
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

→
こ
の
設
問
に
は
参
っ
た
。
自
分
で
も
中
途
半
端
な
こ
と
を
中
途
半
端
に
書
い
て
い
る
と
思
っ
て
い
た

点
を
、
ず
ば
り
と
突
か
れ
た
。
「
泰
始
律
令
に
至
っ
て
初
め
て
刑
罰
規
定
の
律
と
非
刑
罰
規
定
の
令
が
明

確
に
分
離
し
た
」
と
い
う
教
科
書
的
知
識
を
記
す
程
度
に
止
め
て
い
れ
ば
良
か
っ
た
の
だ
が
、
肝
腎
の
泰

始
律
令
が
散
佚
し
て
伝
わ
ら
な
い
今
、
本
当
に
刑
罰
規
定
と
非
刑
罰
規
定
が
明
確
に
分
離
し
た
の
か
私
に

は
疑
問
な
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
に
、
北
魏
か
ら
隋
に
至
る
北
朝
律
令
と
、
西
晋
か
ら
陳
に
至

る
南
朝
律
令
が
全
く
別
の
も
の
で
あ
り
、
南
朝
律
令
は
停
滞
し
て
南
朝
の
滅
亡
と
と
も
に
消
滅
し
た
と
い

う
石
岡
浩
ほ
か
編
『
史
料
か
ら
み
る
中
国
法
史
』
法
律
文
化
社
二
〇
一
二
年
の
指
摘
が
あ
る
。
日
本
史
の

律
令
時
代
と
い
う
時
代
区
分
で
お
馴
染
み
の
律
令
格
式
（
刑
罰
規
定
・
行
政
規
定
・
補
足
修
正
規
定
・
細

則
）
と
い
う
法
の
存
在
形
式
は
、
北
朝
の
も
の
を
継
受
し
た
法
制
で
南
朝
由
来
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
本
論
に
登
場
す
る
臨
沢
県
晋
簡
で
は
「
如
律
令
」
と
い
う
当
時
の
慣
用
句
と
思
わ

れ
る
語
を
以
て
刑
罰
権
を
行
使
し
て
い
る
が
、
北
朝
の
法
制
の
延
長
で
あ
る
『
唐
律
疏
議
』
で
は
「
両
相

殴
傷
論
如
律
」
な
ど
の
よ
う
に
単
に
「
如
律
」
で
あ
っ
て
「
令
」
の
字
は
な
い
。
そ
の
辺
り
の
問
題
意
識

を
、
未
整
理
の
ま
ま
学
修
成
果
に
反
映
さ
せ
た
結
果
、
学
位
審
査
委
員
か
ら
の
問
い
と
な
っ
た
。
必
死
に

な
っ
て
、
上
述
の
よ
う
な
説
明
を
解
答
用
紙
に
書
き
込
ん
で
辛
う
じ
て
及
第
と
な
っ
た
。

［
小
論
文
試
験
の
問
題
２
］

あ
な
た
が
臨
沢
県
晋
簡
の
争
訟
に
現
れ
た
可
罰
性
を
誣
告
だ
と
考
え
た
理
由
を
、
先
行
説
に
触
れ
た
上

で
述
べ
て
く
だ
さ
い
。



→
こ
れ
は
自
分
で
書
い
た
学
修
成
果
の
要
旨
を
復
元
す
る
だ
け
だ
が
、
時
間
内
に
書
き
切
る
の
は
案
外

難
し
い
。
そ
し
て
、
私
の
場
合
は
四
点
補
足
す
べ
き
こ
と
が
あ
っ
た
。
①
ひ
と
つ
は
、
泰
始
律
令
に
お
け

る
誣
告
罪
の
量
刑
で
あ
る
。
本
論
十
二
頁
に
「
残
念
な
が
ら
、
泰
始
律
令
の
定
め
る
量
刑
は
不
明
で
あ
る
」

と
書
い
た
が
、
こ
れ
は
正
確
で
は
な
い
。
『
晋
書
』
刑
法
志
に
「
即
誣
告
謀
反
者
反
坐
（
す
な
わ
ち
謀
反

を
誣
告
す
る
者
は
反
坐
す
）
」
と
あ
っ
て
、
謀
反
の
誣
告
に
対
す
る
反
座
は
見
え
て
い
る
が
他
の
誣
告
に

つ
い
て
の
量
刑
は
記
載
が
な
い
と
書
く
の
が
正
し
い
。
反
坐
と
は
、
告
訴
告
発
し
た
罪
と
同
じ
罪
を
誣
告

者
に
問
う
こ
と
で
あ
る
。
②
ふ
た
つ
は
、
本
論
十
二
頁
に
「
臨
沢
県
晋
簡
か
ら
誣
告
罪
を
読
み
と
ろ
う
と

す
る
管
見
は
、
牽
強
付
会
と
非
難
さ
れ
る
仮
説
で
あ
る
こ
と
は
自
覚
し
て
い
る
」
と
し
た
箇
所
に
つ
い
て
、

時
代
は
下
が
る
が
明
清
に
お
い
て
は
「
人
命
事
件
の
誣
告
に
対
し
て
は
厳
格
に
処
罰
し
、
そ
れ
以
外
は
必

ず
し
も
反
坐
に
問
わ
ず
、
軽
い
も
の
な
ら
放
逐
し
、
重
い
も
の
な
ら
杖
刑
に
す
れ
ば
い
い
」
と
い
う
李
漁

（
一
六
一
一
～
一
六
八
〇
）
の
『
資
治
新
書
』
の
記
事
が
あ
る
こ
と
を
、
五
味
知
子
「
『
誣
姦
』
の
意
味

す
る
も
の

明
淸
時
代
の
判
牘
・
官
箴
書
の
記
述
か
ら
」
東
洋
史
研
究
七
〇
巻
四
号
二
〇
一
二
年
で
知
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
③
み
っ
つ
は
、
不
応
為
条
の
問
題
も
き
ち
ん
と
触
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
唐
律
な
ど
に

雑
律
と
し
て
「
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
し
た
者
を
罰
す
る
」
と
あ
る
も
の
で
、
こ
れ
に
本
件
の
可
罰
性

に
見
出
そ
う
と
す
る
こ
と
も
可
能
の
よ
う
で
あ
る
が
（
泰
始
律
令
に
も
「
雑
律
」
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
）
、

し
か
し
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
自
体
を
不
応
為
条
に
当
て
は
め
て
罰
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
手
続
的
正
義
の

保
障
（
俗
っ
ぽ
く
言
え
ば
民
衆
の
不
満
の
ガ
ス
抜
き
）
そ
の
も
の
の
否
定
で
あ
り
、
支
配
の
正
統
性
の
確

保
の
面
か
ら
肯
ん
じ
が
た
い
。

以
上
の
三
点
は
小
論
文
試
験
の
答
案
に
な
ん
と
か
書
き
込
ん
だ
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
鞭
杖
の
問
題
は
時

間
的
に
触
れ
る
余
裕
が
な
か
っ
た
。
本
論
六
頁
の
「
杖
よ
り
も
軽
い
と
さ
れ
る
笞
」
と
い
う
記
載
が
そ
れ

で
、
学
修
成
果
執
筆
時
に
は
私
は
鞭
杖
と
い
う
刑
を
杖
刑
と
混
同
し
て
い
た
。
恥
ず
か
し
い
思
い
違
い
で

あ
る
。
た
だ
、
先
の
『
史
料
か
ら
み
る
中
国
法
史
』
で
は
四
十
五
頁
に
「
梁
以
前
に
は
主
刑
と
し
て
の
打

撃
刑
は
見
あ
た
り
ま
せ
ん
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
臨
沢
県
晋
簡
で
は
付
加
刑
で
は
な
い
主
刑
と
し
て

の
打
撃
刑
（
鞭
杖
）
が
登
場
し
て
い
る
。
鞭
杖
と
い
う
刑
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
私
の
中
で
は
未
整
理
に

な
っ
て
い
て
宿
題
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
小
論
文
試
験
を
経
て
、
学
士
（
法
学
）
の
学
位
が
授
与
さ
れ
た
。

以
下
は
、
学
修
成
果
の
要
旨
と
全
文
で
あ
る
。

二
〇
二
一
年
二
月
二
七
日
記

菅
野

拓



専
攻
分
野
の
名
称

法
学

専
攻
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区
分

法
学

テ
ー
マ
名

臨
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訟
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一
考
察

氏
名

菅
野

拓

二
〇
一
〇
年
六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
甘
粛
省
張
掖
市
臨
沢
県
の
黄
家
湾
灘
墓
群
（
北
緯
三
九
度
、
東

経
一
〇
〇
度
付
近
）
で
発
見
さ
れ
た
木
簡
二
十
七
点
に
は
、
西
晋
の
建
興
元
年
（
三
一
三
年
）
の
紀
年
と

と
も
に
当
時
の
土
地
の
所
有
を
巡
る
争
訟
の
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
当
時
の
民
衆
の
生
活
を
知

る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
と
と
も
に
、
失
わ
れ
た
泰
始
律
令
下
の
西
晋
の
法
制
を
知
る
上
で
も
刮
目
す
べ
き

も
の
で
あ
る
。
拙
稿
は
、
そ
れ
が
泰
始
律
令
の
基
礎
史
料
た
り
得
る
か
否
か
と
と
も
に
、
簡
牘
に
描
か
れ

た
争
訟
が
原
告
被
告
双
方
へ
の
鞭
杖
百
五
十
と
い
う
刑
罰
権
の
行
使
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、

何
に
可
罰
性
が
あ
っ
た
の
か
を
考
察
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
既
に
先
行
研
究
で

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
出
土
地
を
支
配
し
て
い
た
地
方
政
権
で
あ
る
前
涼
（
三
〇
一
～
三

七
六
）
が
西
晋
の
忠
実
な
る
藩
屏
で
あ
っ
た
こ
と
を
以
て
答
え
と
し
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
中
国
に
お

け
る
律
令
の
歴
史
が
秦
漢
か
ら
西
晋
へ
と
受
け
継
が
れ
る
中
で
、
実
は
早
く
か
ら
そ
こ
に
訴
訟
社
会
が
誕

生
し
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
、
長
々
と
訴
訟
を
起
こ
し
て
官
を
煩
わ
せ
た
と
い
っ
た
理
由
で
の
可
罰
性
は
成

り
立
ち
が
た
い
こ
と
を
論
じ
た
。
訴
訟
社
会
の
定
義
は
様
々
だ
が
、
中
国
で
は
早
く
か
ら
土
地
の
取
引
が

行
わ
れ
、
生
じ
た
紛
争
の
解
決
手
段
と
し
て
身
近
に
訴
訟
が
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
用
い
る
。
こ
の
訴
訟

社
会
の
誕
生
は
支
配
す
る
側
か
ら
の
「
無
冤
社
会
」
の
実
現
と
い
う
理
念
（
悪
く
言
え
ば
建
前
）
に
基
づ

い
て
お
り
、
近
代
の
清
朝
に
ま
で
連
な
っ
て
い
る
。
現
実
に
は
支
配
者
た
ち
も
訴
訟
の
多
発
に
手
を
焼
い

て
い
た
が
、
制
度
と
し
て
の
訴
訟
は
維
持
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
民
刑
混
沌
の
語
で
現
さ
れ
る

よ
う
に
、
財
貨
の
返
還
を
求
め
て
訴
え
た
者
が
逆
に
刑
罰
権
を
行
使
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
運
用
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
飽
く
ま
で
も
訴
訟
の
過
程
で
探
知
し
た
事
実
に
対
し
て
可
罰
性
を
認
め
る
も

の
で
、
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
自
体
を
罰
す
る
と
い
う
の
で
は
訴
訟
制
度
自
体
の
否
定
で
あ
る
。
簡
牘
に
描

か
れ
た
争
訟
が
刑
罰
権
の
行
使
で
幕
引
き
と
な
っ
た
の
は
、
原
告
被
告
双
方
が
郷
村
社
会
を
基
盤
と
し
た

長
老
の
調
停
に
従
わ
ず
に
国
家
の
法
（
官
法
）
を
求
め
て
訴
訟
を
続
行
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
本
音
に
あ

っ
た
と
し
て
も
、
判
決
の
建
前
は
誣
告
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
管
見
で
あ
る
。
訴
訟
社
会

の
語
は
否
定
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
身
近
に
手
続
的
な
正
義
が
用
意
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点

は
重
要
で
あ
り
、
そ
の
制
度
自
体
を
否
定
す
る
が
如
き
判
決
は
支
配
者
に
と
っ
て
自
殺
行
為
で
あ
ろ
う
。
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- 1 -

一

ふ
た
つ
の
疑
問

龍
谷
大
学
大
宮
学
舎
で
二
〇
一
五
年
九
月
五
日
に
開
催
さ
れ
た
三
国
志
学
会
第
十
回
大
会
で
の
柿
沼
陽

平
の
研
究
報
告
「
曹
魏
と
西
晋
の
土
地
と
税
制

臨
沢
県
黄
家
湾
村
出
土
晋
簡
等
よ
り
み
た
民
衆
社
会
」

は
、
二
〇
一
〇
年
に
墓
中
か
ら
出
土
し
た
西
晋
末
期
の
文
字
資
料
（
簡
牘
）
に
記
さ
れ
た
土
地
の
所
有

*1を
め
ぐ
る
争
訟
を
通
し
て
、
当
時
の
無
名
の
民
同
士
の
つ
な
が
り
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
か
ね
て
か

ら
日
本
に
お
け
る
書
写
材
料
と
し
て
の
簡
牘
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
私
に
は
興
味
深
い
内
容
だ
っ
た

。
*2

た
だ
し
、
こ
の
柿
沼
報
告
（
以
下
、
「
柿
沼
報
告
」
と
言
う
と
き
は
上
記
の
龍
谷
大
学
で
の
報
告
を
指

す
）
を
聴
く
中
で
ふ
た
つ
の
疑
問
が
脹
ら
ん
で
き
た
。
ひ
と
つ
は
、
簡
牘
が
発
見
さ
れ
た
場
所
が
西
晋
代

（
二
六
五
～
三
一
六
）
に
は
涼
州
と
呼
ば
れ
た
辺
境
の
地
で
あ
る
こ
と

。
も
う
ひ
と
つ
は
、
簡
牘
の
内

*3

容
を
な
す
土
地
の
所
有
を
め
ぐ
る
争
訟
の
帰
結
で
あ
る
。
前
者
は
、
当
時
の
涼
州
に
果
た
し
て
西
晋
の
統

治
が
機
能
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
後
者
は
、
民
事
訴
訟
の
よ
う
に
見
え
る
土
地
の
所
有
を

争
っ
た
は
ず
の
事
件
が
原
告
被
告

双
方
へ
の
刑
罰
権
の
行
使
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

*4

本
稿
は
前
者
に
触
れ
た
上
で
、
後
者
の
可
罰
性
の
問
題
に
管
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
考

察
の
対
象
と
す
る
簡
牘
（
以
下
、
「
臨
沢
県
晋
簡
」
と
い
う
）
に
つ
い
て
は
、
本
稿
一
三
頁
に
補
足
資
料

（
以
下
、
「
補
足
資
料
」
と
い
う
）
と
し
て
柿
沼
に
よ
る
原
文
お
よ
び
校
訂
、
書
き
下
し
文
、
日
本
語
訳

が
収
録
さ
れ
た
論
文
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
付
し
た

。
本
稿
で
「
補
足
資
料
一
三
八
頁
」
等
と
言
う
と
き
は
、
こ

*5

の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
上
の
論
文
の
頁
数
を
指
す
。

二

前
涼
と
い
う
国
家

ま
ず
法
域
の
問
題
を
検
討
す
る
。
臨
沢
県
晋
簡
に
は
建
興
元
年
と
い
う
紀
年
が
あ
り
、
こ
れ
が
西
晋
最

後
の
年
号
で
あ
っ
て
三
一
三
年
に
当
た
る
こ
と
は
異
論
が
な
い
。
こ
こ
で
、
法
域
に
関
し
て
の
問
題
が
ふ

た
つ
見
出
せ
る
。
ひ
と
つ
は
臨
沢
県
晋
簡
に
記
さ
れ
た
当
時
の
土
地
所
有
の
状
況
が
西
晋
の
占
田
制
・
課

田
制
と
し
て
知
ら
れ
る
制
度
と
食
い
違
っ
て
お
り
、
西
晋
の
法
制
を
否
定
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
臨
沢
県
の
あ
る
涼
州
は
、
五
胡
十
六
国
時
代
（
三
〇
四
～
四
三
九
）

に
は
前
涼
と
い
う
独
立
国
家
が
存
在
し
、
そ
の
滅
亡
が
三
七
六
年
で
あ
る
こ
と
に
争
い
は
な
い
と
し
て
、

そ
の
建
国
に
つ
い
て
は
西
晋
が
存
続
中
の
三
〇
一
年
と
す
る
説
も
あ
っ
て
、
西
晋
の
統
治
に
服
し
て
い
た

の
か
否
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
か
ら
で
あ
る

。
前
者
は
柿
沼
報
告
の
中
で
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。

*6

要
点
は
、
『
晋
書
』
食
貨
志
に
よ
る
と
男
子
は
占
田
七
十
畝
の
規
定
が
あ
り
、
先
行
研
究
の
殆
ど
が
こ
れ
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を
私
有
地
の
上
限
を
定
め
た
も
の
と
解
し
て
い
る

。
し
か
る
に
臨
沢
県
晋
簡
に
は
、
こ
れ
を
超
え
る
田

*7

地
の
所
有
が
明
確
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
西
晋
の
制
度
と
の
関
係
で
如
何
に
解
さ
れ
る
べ
き
か
。

そ
も
そ
も
西
晋
の
占
田
制
・
課
田
制
に
つ
い
て
は
、
史
料
の
欠
落
に
起
因
し
て
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は

膨
大
な
学
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
て
未
だ
に
定
説
を
見
な
い
。『
晋
書
』
食
貨
志
の
該
当
部
分
は
、「
又
制
戸

調
之
式
。
丁
男
之
戸
、
歳
絹
三
匹
、
緜
三
斤
、
女
及
次
丁
男
為
戸
半
輸
。
其
諸
辺
郡
或
三
分
之
二
、
遠
者

三
分
之
一
。
夷
人
輸
貢
布
、
戸
一
匹
、
遠
者
或
一
丈
。
」
と
税
制
を
言
っ
た
後
に
、
続
い
て
「
男
子
一
人

占
田
七
十
畝
、
女
子
三
十
畝
。
其
外
丁
男
課
田
五
十
畝
、
丁
女
二
十
畝
、
次
丁
男
半
之
、
女
則
不
課
。
」

と
出
て
き
て
、
こ
こ
だ
け
で
は
意
味
が
取
れ
な
い

。
早
く
か
ら
臨
沢
県
晋
簡
に
関
す
る
論
文
を
発
表

*8

*9

し
た
楊
国
誉

は
、
私
有
地
の
状
況
が
『
晋
書
』
食
貨
志
と
齟
齬
を
き
た
し
て
い
る
と
し
た
上
で
、
西
晋

*10

の
土
地
制
度
が
非
実
効
的
で
あ
っ
た
可
能
性
に
言
及
す
る
が
、
柿
沼
報
告
は
史
料
欠
落
の
現
状
に
あ
っ
て

且
つ
『
晋
書
』
食
貨
志
が
西
晋
滅
亡
（
三
一
六
）
か
ら
三
百
年
以
上
を
経
て
編
纂
さ
れ
た
史
料
で
精
度
に

劣
る
中
で
、
今
は
よ
り
多
く
の
出
土
史
料
の
蓄
積
を
俟
っ
て
土
地
制
度
を
含
む
西
晋
の
法
制
の
再
現
を
試

み
る
べ
き
で
あ
り
、
拙
速
に
西
晋
の
法
制
度
の
実
効
性
を
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
。
寧
ろ
臨
沢
県

晋
簡
が
示
し
た
土
地
所
有
の
状
況
を
当
時
の
民
衆
社
会
を
知
る
史
料
と
し
て
受
け
止
め
、
ひ
と
ま
ず
占
田

・
課
田
の
問
題
と
は
分
け
て
考
え
よ
う
と
い
う
の
が
柿
沼
の
選
ん
だ
態
度
で
あ
る
。
妥
当
で
あ
ろ
う
。

も
う
ひ
と
つ
の
前
涼
と
い
う
独
立
国
家
の
問
題
は
、
昨
年
九
月
に
板
橋
暁
子
「
『
周
縁
』
か
ら
み
た
東

晋
の
正
統
性
～
前
涼
に
お
け
る
西
晋
愍
帝
年
号
『
建
興
』
奉
用
に
つ
い
て
」

と
い
う
論
文
に
接
し
た
こ

*11

と
で
私
の
中
で
は
解
決
を
見
た
。
前
涼
（
三
〇
一
～
三
七
六
）
は
、
早
く
か
ら
の
事
実
上
の
独
立
政
権
で

九
代
の
君
主
を
数
え
る
。
後
に
太
祖
を
追
贈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
初
代
の
張
軌
（
二
五
五
～
三
一
四
）
は

三
〇
一
年
に
西
晋
か
ら
涼
州
刺
史
に
任
じ
ら
れ
た
際
に
は
或
る
程
度
の
兵
力
を
持
っ
て
赴
任
し
た
ら
し

く
、
涼
州
の
平
定
に
成
功
す
る
。
当
時
は
八
王
の
乱
（
二
九
一
～
三
〇
六
）
の
最
中
に
あ
っ
て
国
内
は
荒

廃
し
、
涼
州
は
鮮
卑
族
の
攻
撃
を
受
け
て
い
た
が
、
張
軌
は
「
斬
首
万
余
級
、
遂
威
著
西
州
」

と
こ
れ

*12

を
撃
破
す
る
。
そ
の
結
果
、
「
天
下
方
乱
、
避
難
之
国
唯
涼
土
耳
。
張
涼
州
徳
量
不
恒
、
殆
其
人
乎
」
*13

と
彼
の
名
声
は
上
が
っ
た
。
こ
こ
に
五
胡
十
六
国
の
一
国
と
し
て
の
前
涼
が
成
立
す
る
（
た
だ
し
五
胡
*14

で
は
な
く
漢
人
政
権
で
あ
る
）
。
前
涼
は
代
々
の
君
主
が
涼
州
刺
史
の
官
号
を
世
襲
す
る
形
で
政
権
が
継

続
し
、
王
位
を
称
し
て
明
確
に
独
立
を
標
榜
し
た
期
間
は
短
く
、
そ
の
大
半
を
西
晋
お
よ
び
東
晋
の
臣
下

と
し
て
自
ら
を
位
置
づ
け
た
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
東
晋
の
臣
下
と
し
て
実
に
奇
妙
な
行
動
を
前
涼
政

権
は
取
っ
た
。
建
興
五
年
（
三
一
七
）
に
長
安
に
あ
っ
た
西
晋
の
朝
廷
が
前
趙
（
三
〇
四
～
三
二
九
）
に

滅
ぼ
さ
れ
、
こ
れ
を
受
け
て
江
左
に
東
晋
が
成
立
し
て
そ
の
新
年
号
が
制
定
さ
れ
た
後
も
、
前
涼
は
建
興

と
い
う
西
晋
の
年
号
を
奉
用
し
続
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
建
興
四
十
九
年
に
ま
で
及
ぶ
。
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先
の
板
橋
論
文
の
骨
子
は
、
次
の
と
お
り
だ
。
①
前
涼
は
成
立
当
初
か
ら
危
機
に
瀕
し
た
西
晋
政
権
を

支
援
す
る
立
場
を
取
り
、
長
安
で
即
位
し
た
愍
帝
（
在
位
三
一
三
～
三
一
六
）
の
残
存
政
権
に
対
し
て
も

援
兵
を
出
し
て
勤
王
の
態
度
を
貫
い
た
。
②
前
涼
は
愍
帝
処
刑
後
の
三
一
七
年
の
建
康
に
お
け
る
東
晋
の

成
立
に
際
し
て
は
こ
れ
を
勧
進
す
る
使
者
を
送
っ
た
が
、
そ
の
使
者
が
建
康
に
到
着
す
る
前
に
司
馬
睿
が

即
位
し
て
し
ま
い
、
前
涼
は
東
晋
の
正
統
性
を
承
認
す
る
機
会
か
ら
疎
外
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
③
加

え
て
前
涼
は
一
貫
し
て
洛
陽
の
晋
朝
の
興
復
を
理
念
と
し
、
東
晋
が
表
向
き
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
は
裏
腹
に

江
左
に
偏
安
し
て
北
伐
に
消
極
的
で
あ
る
こ
と
を
強
く
非
難
し
て
い
た
。
④
つ
ま
り
前
涼
の
建
興
年
号
奉

用
は
、
勧
進
を
待
た
ず
に
自
立
し
、
し
か
も
北
伐
を
履
行
す
る
こ
と
な
く
保
身
の
み
を
図
る
東
晋
政
権
に

対
し
て
、
こ
れ
を
批
判
し
て
西
晋
最
後
の
愍
帝
期
の
秩
序
を
顕
示
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
⑤
か
く
し
て
前

涼
に
と
っ
て
、
東
晋
は
絶
対
的
な
存
在
で
は
な
く
江
南
の
地
方
政
権
と
し
て
相
対
化
さ
れ
る
も
の
と
な
る

が
、
建
興
年
号
が
立
て
ら
れ
た
愍
帝
期
は
前
涼
が
長
安
防
衛
で
奮
戦
し
た
時
期
で
あ
り
（
東
晋
の
元
帝
と

し
て
即
位
す
る
こ
と
に
な
る
司
馬
睿
は
当
時
琅
邪
王
で
あ
っ
た
が
長
安
を
救
援
し
な
か
っ
た
）
、
自
ら
こ

そ
が
西
晋
の
正
当
な
藩
屏
で
あ
る
こ
と
の
証
明
と
し
て
前
涼
の
建
興
年
号
奉
用
が
続
く
の
で
あ
る
、
と
。

こ
れ
を
以
て
こ
れ
を
見
る
に
、
前
涼
の
治
世
に
お
い
て
特
に
臨
沢
県
晋
簡
の
舞
台
と
な
っ
た
愍
帝
期
は

臨
沢
県
は
西
晋
の
法
域
内
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

三

泰
始
律
令
と
は
何
か

次
に
、
西
晋
の
律
令
で
あ
る
泰
始
律
令
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
「
泰
始
四
（
二
六
八
）
年
西
晋
の
武

帝
が
公
布
し
た
泰
始
律
令
は
、
中
国
法
制
史
上
画
期
的
な
意
義
を
持
つ
と
い
う
。
泰
始
律
令
の
成
立
に
よ

っ
て
、
刑
罰
法
規
と
し
て
の
律
と
行
政
法
規
と
し
て
の
令
が
、
明
確
に
分
岐
し
た
の
で
あ
る
」

と
い
う

*15

の
が
教
科
書
的
な
理
解
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
肝
心
の
律
令
本
体
は
散
佚
し
て
伝
わ
ら
な
い
の

だ
。
晋
代
の
法
制
史
料
は
断
片
的
に
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
逆
に
前
代
の
秦
漢
法
制
史
料
等
か
ら
類
推
す

る
他
な
い
の
が
現
状
で
あ
る

。
更
に
刑
罰
法
規
と
し
て
の
律
と
行
政
法
規
と
し
て
の
令
と
い
う
両
者
の

*16

性
質
に
つ
い
て
も
、
泰
始
律
令
に
つ
い
て
述
べ
た
『
晋
書
』
刑
法
志
に
「
其
余
未
宜
除
者
、
若
軍
事
、
田

農
、
賈
酒
、
未
得
皆
従
人
心
。
権
設
其
法
、
太
平
当
除
、
故
不
入
律
、
悉
以
為
令
。
施
行
制
度
、
以
此
設

教
、
違
令
有
罪
則
入
律
」
と
あ
る
。
「
令
に
違
い
て
罪
あ
れ
ば
則
ち
律
に
入
る
」
と
は
、
令
に
規
定
さ
れ

た
こ
と
の
違
反
は
律
が
適
用
さ
れ
て
罰
せ
ら
れ
る
「
違
令
罪
」
が
あ
っ
た
と
解
さ
れ
て
い
る
が

、
泰
始

*17

律
令
は
散
佚
し
て
い
て
想
像
の
域
を
出
な
い
。
こ
れ
を
「
軍
事
、
田
農
、
酒
の
売
買
な
ど
に
関
す
る
規
定

は
、
将
来
に
は
除
去
す
べ
き
も
の
と
し
て
仮
に
令
に
入
れ
て
あ
り
ま
し
た
。
令
は
ま
だ
本
格
的
な
基
本
法
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典
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
」

と
解
説
す
る
の
は
、
律
と
令
の
関
係
を
混
乱
さ
せ
る
だ
け
の
よ
う
に
映
る
。

*18

泰
始
律
令
の
立
法
過
程
に
つ
い
て
は
『
晋
書
』
刑
法
志
に
記
載
が
あ
る
。
要
は
、
曹
魏
（
二
二
〇
～
二

六
五
）
は
秦
漢
の
旧
律
を
受
け
継
い
で
き
た
が
、
そ
れ
は
魏
の
文
侯
（
在
位
前
四
四
五
～
前
三
九
六
年
）

か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
、
こ
の
旧
律
で
既
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
も
の
を
曹
魏
は
改
め
た
。
更
に
晋

の
文
王
（
在
位
二
六
四
～
二
六
五
、
西
晋
武
帝
の
父
で
曹
魏
の
相
国
で
あ
る
）
の
と
き
に
、
前
代
の
律
令

が
本
文
も
注
も
煩
雑
で
あ
る
こ
と
か
ら
法
律
の
改
定
が
始
ま
り
、
こ
れ
は
西
晋
の
武
帝
（
在
位
二
六
六
～

二
九
〇
）
の
泰
始
三
年
（
二
六
七
）
に
事
業
が
終
わ
っ
た

。
「
凡
律
令
、
合
二
千
九
百
二
十
六
条
、
十

*19

二
万
六
千
三
百
言
、
六
十
巻
、
故
事
三
十
巻
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
波
線
の
と
お
り
「
旧

律
」
「
律
令
」「
法
律
」
と
『
晋
書
』
刑
法
志
は
用
語
が
一
定
し
て
い
な
い
。

さ
ら
に
『
隋
書
』
経
籍
志
に
よ
る
と
、
「
漢
時
、
蕭
何
定
律
令
、
張
蒼
制
章
程
、
叔
孫
通
定
儀
法
、
条

流
派
別
、
制
度
漸
広
。
晋
初
、
甲
令
已
下
、
至
九
百
余
巻
、
晋
武
帝
命
車
騎
将
軍
賈
充
、
博
引
群
儒
、
刪

采
其
要
、
増
律
十
篇
。
其
余
不
足
経
遠
者
為
法
令
、
施
行
制
度
為
令
、
品
式
章
程
者
為
故
事
、
各
還
付
其

官
府
」
と
あ
り
、
甲
令

以
下
を
添
削
し
て
律
十
篇
を
増
し
た
と
読
め
て
律
と
令
の
関
係
が
は
っ
き
り
し

*20

な
い
。
冨
谷
至
に
よ
る
と
律
令
の
定
義
は
未
だ
に
統
一
見
解
を
見
な
い
が
大
き
く
分
け
て
、
「
律
＝
基
本

法
（
正
法
）
、
令
＝
単
行
・
追
加
法
」
「
律
＝
刑
罰
法
規
、
令
＝
非
刑
罰
・
行
政
法
規
」
の
二
つ
の
方
向
性

を
示
唆
し
て
い
る
と
い
う

。
*21

『
隋
書
』
経
籍
志
に
は
「
晋
令
四
十
巻
」
と
あ
る
の
で
、
先
の
『
晋
書
』
刑
法
志
に
い
う
六
十
巻
と
は

律
二
十
巻
、
令
四
十
巻
か
ら
な
る
見
ら
れ
る

。
し
か
し
、
『
晋
書
』
刑
法
志
は
あ
く
ま
で
も
刑
罰
な
い

*22

し
行
刑
の
変
遷
に
関
す
る
記
述
に
終
始
し
て
い
る
。
そ
の
末
尾
に
「
咸
康
之
世
、
庾
冰
好
為
糾
察
、
近
於

繁
細
。
後
益
嬌
違
、
復
存
寛
縦
、
疎
密
自
由
、
律
令
無
用
矣
」
と
あ
っ
て
、
東
晋
成
帝
の
咸
康
年
号
（
三

三
五
～
三
四
二
）
期
に
権
勢
を
振
る
っ
た
庾
冰
（
二
九
六
～
三
四
四
）
が
刑
罰
権
の
行
使
を
恣
意
的
に
行

い
、
律
令
が
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
律
令
と
は
刑
罰
の
こ
と
な
の
か
。

こ
う
し
た
律
令
の
語
の
解
釈
の
混
乱
に
つ
い
て
、
広
瀬
薫
雄
は
ひ
と
つ
の
整
理
を
試
み
て
い
る

。
す

*23

な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
の
法
制
史
研
究
に
お
け
る
律
令
の
位
置
づ
け
は
、
朝
代
史
か
ら
脱
却
し
て
法
の
存
在

形
式
（
法
源
）
に
よ
り
時
代
区
分
を
行
っ
た
滋
賀
秀
三
説

に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
る
。
秦
漢
は
無
法
典

*24

時
代
あ
る
い
は
律
令
以
前
、
曹
魏
は
律
典
時
代
、
晋
・
南
朝
時
代
は
律
典
・
令
典
時
代
、
北
朝
・
隋
唐
時

代
は
律
典
・
令
典
・
格
・
式
時
代
と
名
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
業
績
は
大
と
し
て
も
、
そ
の
中
心
は

隋
唐
の
律
令
を
基
準
点
と
し
て
真
正
な
律
令
と
は
何
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
「
秦

漢
時
代
の
律
令
だ
け
後
の
時
代
の
律
令
と
ま
っ
た
く
異
質
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
」
と

。
広
瀬
に
言
わ
せ
る
と
、
こ
の
よ
う
に
隋
唐
の
律
令
に
偏
し
て
法
制
史
を
見
る
目
は
日
本
史
の
「
律
令

*25
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制
」
と
い
う
概
念
に
引
き
ず
ら
れ
た
も
の
で
、
律
令
制
と
い
う
語
は
隋
唐
の
律
令
を
継
受
し
た
国
家
体
制

と
い
う
意
味
で
日
本
史
の
用
語
で
し
か
な
い
の
に
、
い
つ
し
か
隋
唐
こ
そ
が
完
成
し
た
律
令
国
家
で
あ
る

と
い
う
前
提
に
中
国
法
制
史
家
も
浸
か
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
「
し
か
し
中
国
で
は
、
秦
漢
時
代
か
ら
明

代
ま
で
（
元
は
例
外
と
し
て
）
、
律
と
令
は
法
源
で
あ
り
続
け
た
」

。
秦
漢
に
お
い
て
「
令
と
は
詔
の

*26

こ
と
で
あ
り
、
律
と
は
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
規
定
で
あ
る
」

、
「
（
秦
漢
の
）
律
文
の
中
に
『
不
従

*27

令
』
、『
犯
令
』
と
い
う
語
が
見
え
る
の
は
、
律
が
も
と
も
と
令
の
一
部
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
何
よ
り

の
証
拠
で
あ
る
」

、
「
と
こ
ろ
が
晋
に
お
い
て
は
、
律
に
『
違
令
』
罪
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

*28

っ
て
令
が
強
制
力
を
有
し
て
い
る
。
…
泰
始
律
令
に
お
い
て
は
じ
め
て
律
＝
刑
罰
・
令
＝
非
刑
罰
と
い
う

分
類
が
成
立
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
律
と
令
の
立
場
が
完
全
に
逆
転
し
た
の
で
あ
る
。
」

と
し
て
い
る
。

*29

四

臨
沢
県
晋
簡
の
争
訟

こ
こ
で
臨
沢
県
晋
簡
の
紹
介
に
入
る
。
こ
の
簡
牘
に
つ
い
て
は
発
掘
調
査
を
行
っ
た
南
京
師
範
大
学
文

博
系
に
よ
る
正
式
な
発
掘
調
査
は
未
だ
公
刊
さ
れ
て
お
ら
ず
、
中
国
の
研
究
者
に
よ
る
数
本
の
専
論
が
あ

る
こ
と
と
簡
牘
の
大
半
が
甘
粛
省
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

、
中
で
も
張
栄
強
に
よ
る
モ
ノ
ク

*30

ロ
で
の
木
簡
二
十
七
点
の
写
真
版

の
公
開
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
基
づ
い
て
わ
が
国
で
は
研
究
が
進
め
ら

*31

れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
資
料
に
よ
る
と
、
臨
沢
県
晋
簡
は
二
〇
一
〇
年
六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
甘
粛
省

張
掖
市
臨
沢
県
の
黄
家
湾
灘
墓
群
（
北
緯
三
九
度
、
東
経
一
〇
〇
度
付
近
、
海
抜
一
四
七
三
メ
ー
ト
ル
）

で
発
見
さ
れ
た
。
同
墓
群
の
二
十
三
号
墓
か
ら
出
土
し
た
木
簡
二
十
七
点
が
そ
れ
で
あ
る
。
各
木
簡
の
長

さ
は
二
十
七
セ
ン
チ
か
ら
二
十
九
セ
ン
チ
前
後
、
幅
は
一
・
七
セ
ン
チ
か
ら
二
・
九
セ
ン
チ
、
上
端
及
び

下
端
か
ら
九
セ
ン
チ
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
編
縄
痕
が
あ
り
、
総
字
数
は
九
〇
〇
字
余
り
で
あ
る
。
簡
牘
は
、

一
般
に
文
書
は
竹
簡
に
検
（
荷
札
）
は
木
簡
に
記
す
と
い
う
使
い
分
け
が
さ
れ
て
い
る
が
、
竹
が
採
れ
な

い
よ
う
な
地
域
で
は
木
簡
に
文
書
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う

。
竹
の
分
布
は
北
緯
四
〇
度
か
ら
南
緯
四

*32

二
度
付
近
と
さ
れ

、
柿
沼
報
告
に
よ
る
と
張
掖
市
は
農
地
・
砂
漠
・
草
原
・
湿
地
・
沼
地
が
混
在
す
る

*33

地
域
で
あ
り
竹
林
は
望
め
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

臨
沢
県
晋
簡
は
編
縄
痕
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
本
来
は
編
綴
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
出
土
状
態

は
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
り
、
且
つ
発
見
さ
れ
た
場
所
も
二
十
三
号
墓
を
構
成
す
る
Ⅰ
号
か
ら
Ⅲ
号
の
三
つ
の
棺

の
ど
れ
か
の
棺
蓋
に
あ
っ
た
と
言
う
者
と
、
Ⅲ
号
棺
の
中
の
男
性
遺
体
（
Ⅰ
号
棺
及
び
Ⅱ
号
棺
の
中
は
女

性
遺
体
）
の
右
肩
部
に
あ
っ
た
と
言
う
者
が
あ
っ
て
明
確
で
は
な
い

。
ひ
と
つ
確
実
な
の
は
、
同
じ
く

*34

土
地
の
所
有
争
い
の
訴
訟
記
録
と
し
て
知
ら
れ
る
、
二
〇
〇
四
年
に
湖
南
省
長
沙
市
の
東
牌
楼
七
号
古
井
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か
ら
出
土
し
た
東
漢
期
の
一
〇
〇
一
号
木
牘
が
県
廷
の
公
文
書
で
あ
っ
た

の
に
対
し
、
臨
沢
県
晋
簡
は

*35

文
書
の
性
格
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
余
談
だ
が
、
こ
の
一
〇
〇
一
号
木
牘
は
木
簡
で

あ
る
が
故
に
長
沙
市
文
物
考
古
研
究
所
の
二
〇
〇
六
年
の
発
掘
報
告
書
で
は
「
封
検
」
に
分
類
さ
れ
て
い

る

。
こ
ち
ら
は
長
さ
二
三
セ
ン
チ
、
幅
八
・
四
セ
ン
チ
の
一
枚
板
と
言
う
べ
き
形
状
の
単
独
簡
で
あ
る
）
。

*36従
っ
て
、
補
足
資
料
一
三
八
頁
以
下
の
臨
沢
県
晋
簡
の
釈
文
は
研
究
者
た
ち
が
二
十
七
枚
の
木
簡
を
排

列
し
た
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
が
原
状
で
あ
る
の
か
且
つ
盗
掘
等
に
よ
る
脱
簡
が
な
い
の
か
考
慮
の
余
地
が

あ
る
。
排
列
に
つ
い
て
は
補
足
資
料
一
三
八
頁
に
あ
る
と
お
り
「
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
」
に
対
し
て
「
Ｃ
Ｄ
Ｅ

Ｂ
Ａ
Ｆ
」
の
排
列
が
提
案
さ
れ
て
お
り
、
柿
沼
報
告
は
前
者
を
取
る
が
「
本
訴
訟
の
審
理
過
程
で
は
、
原

告
の
孫
香
に
よ
る
陳
述
（
県
に
呼
び
出
さ
れ
確
認
を
う
け
た
と
き
の
も
の
か
？
）
、
被
告
の
孫
發
と
孫
金

龍
２
名
に
よ
る
陳
述
、
臨
沢
県
令
の
指
示
の
命
、
そ
れ
を
受
け
た
宗
長
の
孫
丞
が
具
申
し
た
本
件
に
対
す

る
意
見
、
戸
曹
掾
史
の
王
匡
と
董
恵
に
よ
る
判
決
案
、
県
の
裁
可
（
こ
の
部
分
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
お
ら

ず
、
不
分
明
と
い
う
べ
き
か
）
か
ら
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
」

と
時
系
列
で
解
し
て
後
者
を
取
る
町

*37

田
隆
吉
の
立
場
を
管
見
は
支
持
す
る
。
通
常
の
民
事
訴
訟

の
記
録
の
あ
り
方
か
ら
推
し
て
、
こ
う
解
す

*38

る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
思
う
か
ら
で
あ
る
。

臨
沢
県
晋
簡
が
記
す
と
こ
ろ
の
紛
争
は
、
孫
香
が
原
告
と
な
り
孫
発
と
孫
金
龍
の
両
名
を
被
告
と
し
て

土
地
の
侵
奪
を
訴
え
た
も
の
で
、
こ
れ
に
孫
金
龍
は
積
極
的
に
は
応
訴
せ
ず
に
孫
香
と
孫
発
の
二
者
間
の

争
い
へ
と
収
斂
し
、
最
終
的
に
は
補
足
資
料
一
六
九
頁
に
「
香
・
発
の
兄
弟
は
不
和
に
し
て
、
還
り
て
相

い
誣
言
し
、
分
の
理
に
従
わ
ず
、
官
に
詣
り
て
紛
云
し
、
長
訟
を
興
し
、
官
法
を
請
求
す
。
諾
を
事
つ
る

た

を
請
う
」
と
あ
る
と
お
り
、
訴
に
対
す
る
反
訴
の
ご
と
く
双
方
が
同
時
に
原
告
で
あ
り
被
告
と
な
っ
た
訴

訟
合
戦
の
観
を
呈
す
る
。
こ
の
文
章
に
続
く
争
訟
の
結
末
が
両
当
事
者
に
対
す
る
「
香
・
発
を
罰
す
る
こ

と
鞭
杖
各
々
百
五
十
と
す
」
と
い
う
刑
罰
権
の
行
使
と
な
っ
た
こ
と
は
、
現
代
日
本
の
民
事
訴
訟
が
「
嘘

の
つ
き
あ
い
」
と
揶
揄
さ
れ
る
こ
と
を
知
る
者
に
は
驚
愕
に
値
す
る
。
し
か
も
、『
漢
書
』
刑
法
志
に
「
加

笞
与
重
罪
無
異
、
幸
而
不
死
、
不
可
為
人
。
其
定
律
、
笞
五
百
曰
三
百
、
笞
三
百
曰
二
百
」

と
あ
る
よ

*39

う
に
、
杖
よ
り
も
軽
い
と
さ
れ
る
笞

で
す
ら
死
に
至
る
こ
と
が
あ
り
誰
も
が
恐
怖
す
る
結
末
で
あ
る
。

*40

争
訟
は
祖
母
の
土
地
の
分
割
を
巡
っ
て
、
孫
香
が
自
ら
の
も
の
で
あ
る
べ
き
土
地
を
孫
発
と
孫
金
龍
の

両
名
が
「
侵
奪
し
た
」
と
主
張
し
て
始
ま
っ
た
よ
う
だ
。
今
で
い
う
遺
産
分
割
事
件
で
あ
る
。
冒
頭
に
来

る
Ｃ
の
孫
香
の
陳
述
に
は
紀
年
が
な
く
、
十
二
月
四
日
の
日
付
の
み
で
あ
る
。
故
に
補
足
資
料
の
よ
う
に

紀
年
の
あ
る
Ａ
を
冒
頭
に
す
る
排
列

が
提
案
さ
れ
る
が
、
こ
の
紀
年
な
し
は
脱
簡
を
疑
う
か
或
い
は
臨

*41

沢
県
晋
簡
の
不
明
な
来
歴
に
由
来
す
る
問
題
か
と
思
料
す
る
。
そ
の
Ｃ
の
孫
香
の
主
張
に
対
し
て
、
Ｄ
の

紀
年
な
し
の
十
二
月
四
日
付
け
で
被
告
の
孫
発
が
反
論
し
、
続
く
Ｅ
の
紀
年
な
し
の
十
二
月
七
日
付
け
で
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は
同
じ
く
被
告
の
孫
金
龍
が
、
自
分
は
何
も
知
ら
な
い
の
で
従
叔
で
あ
る
宗
長
の
孫
丞
に
事
実
関
係
を
確

認
し
て
ほ
し
い
と
述
べ
た
。
Ｂ
の
建
興
元
年
十
二
月
十
一
日
付
け
で
は
こ
れ
ら
を
受
け
た
臨
沢
県
令
が
、

孫
丞
に
対
し
て
十
二
月
十
五
日
を
期
日
と
し
て
事
実
関
係
を
調
べ
て
報
告
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
続
く
建
興
元
年
十
二
月
十
五
日
付
け
の
Ａ
で
は
孫
丞
に
よ
る
調
査
と
と
も
に
土
地
の
帰
属

に
つ
い
て
の
解
決
案
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
の
補
足
資
料
一
三
八
頁
の
下
段
四
行
目
の
釈
文
に
は
疑

問
が
あ
る
。
「
今
為
平
（
評
）
決
」
と
読
ん
で
「
た
だ
い
ま
［
わ
た
く
し
孫
丞
は
］
評
決
を
い
た
し
ま
し

て
」
と
解
し
て
い
る
が
、
龍
谷
大
学
で
の
柿
沼
報
告
の
配
布
資
料
（
以
下
、
「
龍
谷
大
学
レ
ジ
ュ
メ
」
と

い
う
）

で
は
「
今
為
平
史
」
と
読
ん
で
「
た
だ
い
ま
、
［
孫
丞
は
］
仲
裁
役
と
な
り
ま
し
た
」
と
解
し

*42

て
い
た

。
こ
こ
は
補
足
資
料
一
三
八
頁
で
楊
国
誉
と
魯
家
亮
も
し
て
い
る
よ
う
に
、
平
史
で
良
い
の
で

*43

は
な
い
か
。
と
言
う
の
は
後
述
す
る
よ
う
に
中
国
訴
訟
社
会
史
の
中
で
、
争
い
ご
と
を
郷
村
の
里
長
、
耆

老
、
老
人
な
ど
と
呼
ば
れ
る
長
老
に
よ
る
調
停
で
解
決
さ
せ
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
歴
代
の
権
力
者
に
強

か
っ
た
か
ら
だ
。
「
実
際
に
訴
訟
が
取
り
上
げ
ら
れ
裁
判
に
な
っ
て
か
ら
も
、
統
治
者
は
こ
れ
ら
を
使
っ

て
調
解
さ
せ
る
こ
と
に
努
め
た
」

。
ま
さ
に
孫
丞
は
長
老
と
し
て
調
停
に
臨
ん
で
解
決
案
を
示
し
た
の

*44

で
は
な
い
か

。
そ
の
後
に
続
く
「
平
決
已
了
」
に
つ
い
て
も
、
楊
と
魯
は
「
平
史
」
と
読
み
、
了
の
字

*45

に
見
え
る
も
の
は
「
卩
（
音
セ
ツ
）
」
と
い
う
字
で
あ
り
署
名
を
示
す
記
号
だ
と
し
て
い
る
（
平
史
と
し

て
の
孫
丞
が
署
名
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）。

県
令
が
孫
丞
に
命
じ
た
の
は
事
実
関
係
の
調
査
で
あ
っ
て
評
決
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
事
実
関
係
を
調

べ
た
上
で
孫
丞
が
平
史
と
し
て
妥
当
な
解
決
案
を
提
示
し
た
こ
と
に
な
る
。
更
に
補
足
資
料
一
三
九
頁
Ｆ

の
四
行
目
「
今
為
平
（
評
）
決
」
も
、
龍
谷
大
学
レ
ジ
ュ
メ
で
は
「
現
在
、［
孫
丞
は
］
仲
裁
役
と
な
り
」

と
読
ん
で
い
る
。
臨
沢
県
晋
簡
に
は
、
県
令
が
孫
丞
に
評
決
を
す
る
職
権
を
付
与
し
た
記
載
は
な
く
、

*46郷
村
の
長
老
に
よ
る
調
停
で
の
解
決
と
い
う
慣
習
に
立
っ
て
い
た
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

そ
し
て
、
日
付
の
な
い
Ｆ
は
戸
曹
掾
史
の
王
匡
と
菫
恵
の
県
令
に
対
す
る
上
申
書
の
よ
う
で
、
孫
香
・

孫
発
が
孫
丞
の
解
決
案
に
不
服
で
あ
り
、「
帰
っ
て
か
ら
も
互
い
に
罵
り
あ
い
、
［
そ
れ
ぞ
れ
相
手
の
］
言

い
訳
に
従
わ
ず
、
役
所
に
赴
い
て
入
り
乱
れ
て
自
ら
の
見
解
を
述
べ
、
長
期
の
訴
訟
を
お
こ
し
、
官
の
法

を
請
求
」

し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
前
述
の
と
お
り
鞭
杖
刑
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

*47

そ
し
て
、
そ
の
処
断
は
Ｂ
で
臨
沢
県
令
が
「
須
得
断
決
、
如
律
令
」
（
補
足
資
料
一
三
八
頁
下
段
左
か
ら

六
行
目
）
と
言
っ
て
い
る
と
お
り
、
泰
始
律
令
で
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
臨
沢

県
晋
簡
の
訴
訟
期
日
は
十
二
月
四
日
か
ら
十
二
月
十
五
日
の
短
期
間
に
集
中
し
て
い
て
、
現
代
の
民
事
訴

訟
の
日
程
を
考
え
る
と
早
す
ぎ
る
観
が
あ
り
、
断
簡
が
な
い
と
す
る
の
な
ら
こ
の
臨
沢
県
晋
簡
は
誰
か
が

作
成
し
た
争
訟
の
エ
ッ
セ
ン
ス
な
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
だ
け
の
期
日
で
は
凡
そ
長
訟
と
は
言
え
ま
い
。
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五

可
罰
性
は
何
処
に

臨
沢
県
晋
簡
に
描
か
れ
た
事
件
に
つ
き
、
一
体
何
処
に
孫
香
と
孫
発
の
可
罰
性
が
認
め
ら
れ
る
の
か
。

こ
の
点
に
触
れ
て
い
る
の
が
「
本
訴
訟
に
よ
っ
て
県
廷
を
騒
が
せ
煩
わ
せ
た
こ
と
を
理
由
に
原
告
の
孫
香

と
被
告
の
ひ
と
り
孫
発
の
両
名
は
そ
れ
ぞ
れ
鞭
杖
百
五
十
の
刑
罰
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」

と
*48

い
う
町
田
の
見
解
で
あ
る
。
こ
れ
が
前
述
の
ご
と
く
「
須
得
断
決
、
如
律
令
」
で
為
さ
れ
た
刑
罰
権
の
行

使
の
理
由
だ
と
す
る
の
な
ら
、
泰
始
律
令
に
は
「
訴
訟
に
よ
っ
て
県
廷
を
騒
が
せ
煩
わ
せ
た
」
罪
と
い
う

も
の
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
唐
六
典
』
に
よ
る
と
泰
始
律
令
の
律
は
二
十
篇
か
ら
な
り
、
刑
名
・
法

例
・
盗
・
賊
・
詐
欺
・
請
賄
・
告
劾
・
捕
・
繋
訊
・
断
獄
・
雑
・
戸
・
擅
興
・
毀
亡
・
衛
宮
・
水
火
・
厩

・
関
市
・
違
制
・
諸
侯
の
篇
次
で
並
ん
で
い
た
と
い
う
が

、
長
訟
を
興
す
罪
と
い
っ
た
も
の
が
何
れ
か

*49

に
規
定
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
本
件
の
可
罰
性
に
関
し
て
、
補
足
資
料
一
三
八
頁
Ａ
の
九
行
目
「
請
曹
理
遣
（
譴
）
」
に
対
し
て

補
足
資
料
一
六
九
頁
で
は
「
曹
［
戸
曹
］
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
法
に
よ
っ
て
訴
え
を
裁
き
、
［
孫
香
と

孫
発
？
を
］
譴
責
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
」
と
の
現
代
語
訳
を
当
て
て
、
孫
丞
が
県

廷
に
刑
罰
権
の
行
使
を
求
め
た
と
解
せ
る
よ
う
に
も
し
て
い
る
が
、
漢
文
訓
読
調
で
は
「
曹
の
理
遣
を
請

う
」
と
な
っ
て
今
の
法
廷
用
語
で
「
し
か
る
べ
く
」
と
言
う
程
度
の
こ
と
で
は
な
い
の
か

。
*50

固
よ
り
泰
始
律
令
の
完
本
が
土
中
よ
り
出
現
し
な
い
限
り
確
か
め
る
術
は
な
い
が
、
状
況
証
拠
と
し
て

長
訟
を
興
す
罪
と
い
う
の
は
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。
柿
沼
報
告
で
再
三
強
調
さ
れ
て
い
る
と
お
り
「
孫
香

は
元
郡
吏
、
孫
丞
は
司
馬

で
、
一
族
か
ら
地
方
官
吏
を
輩
出
す
る
家
柄
だ
っ
た
。
ま
た
孫
香
は
い
わ
ゆ

*51

る
従
属
階
級
と
は
異
な
り
、
一
定
の
発
言
可
能
性
を
持
っ
た
識
字
者
層
で
、
地
方
政
府
を
担
う
側
の
人
間

だ
っ
た
」
「
晋
は
親
族
間
の
揉
め
事
を
仲
裁
し
う
る
上
位
権
力
で
、
実
際
に
笞
刑
に
処
せ
ら
れ
た
孫
香
も

マ

マ

そ
の
存
在
を
『
痛
感
』
し
た
は
ず
で
あ
る
が
、
他
の
局
面
に
お
い
て
は
、
孫
香
に
と
っ
て
の
晋
は
必
ず
し

も
暴
力
的
・
専
制
的
存
在
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
」

。
つ
ま
り
孫
香
は
郡
の
司
法
や
行
政
を
全
く

*52

知
ら
な
い
素
人
で
は
な
く
、
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
も
熟
知
し
て
い
た
。
臨
沢
県
晋
簡
の
内
容
か
ら
、
孫
香

と
孫
発
が
や
ろ
う
と
し
て
い
た
の
が
和
解
案
を
拒
否
し
て
訴
訟
を
続
行
し
よ
う
と
し
た
も
の
な
の
か
、
一

旦
な
さ
れ
た
裁
判
に
対
し
て
の
上
訴
な
の
か
判
然
と
し
な
い
が
（
県
廷
が
舞
台
で
あ
る
か
ら
前
者
か
）
、

上
訴
制
度
に
つ
い
て
は
遅
く
と
も
隋
代
の
史
料
に
は
登
場
し
て
お
り

、
当
時
の
社
会
で
上
訴
と
い
う
考

*53

え
方
が
排
斥
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
と
に
か
く
孫
香
と
孫
発
は
鞭
杖
が
待
っ
て
い
る
な
ど
と

は
露
程
も
思
わ
ず
、
手
続
的
正
義
に
則
っ
て
事
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
と
解
さ
れ
、
そ
の
こ
と
自

体
が
長
訟
を
興
し
た
と
し
て
可
罰
性
を
帯
び
る
の
な
ら
訴
訟
制
度
自
体
が
成
り
立
た
な
く
な
る
。
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こ
こ
で
中
国
史
に
お
け
る
訴
訟
制
度
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
上
訴
制
度
が
隋
代
に
は
遅
く
と
も
成
立

し
て
い
た
と
書
い
た
よ
う
に
、
中
国
は
古
代
か
ら
訴
訟
社
会
で
あ
っ
た

。
こ
の
こ
と
は
今
世
紀
に
入
っ

*54

て
も
、
中
国
史
研
究
者
の
間
で
す
ら
常
識
化
し
て
い
な
い
と
い
う

。
現
に
割
り
と
新
し
い
中
国
法
制
史

*55

の
教
科
書
で
す
ら
「
す
べ
て
の
裁
判
は
刑
事
裁
判
で
あ
り
、
民
事
裁
判
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
す
。
前

近
代
中
国
の
国
家
権
力
は
、
民
事
的
な
権
利
で
あ
る
私
権
に
関
心
を
持
ち
ま
せ
ん
で
し
た
。
…
裁
判
の
目

的
は
、
統
治
の
た
め
の
規
範
に
対
す
る
違
反
者
に
、
刑
罰
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
」
と
書
い

て
い
る

。
『
論
語
』
顔
淵
編
に
「
子
曰
、
聴
訟
吾
猶
人
也
、
必
也
使
無
訟
乎
」

の
無
訟
社
会
が
固
定

*56

*57

観
念
化
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
孔
子
が
い
た
春
秋
時
代
か
ら
中
国
が
訴
訟
社
会
で
あ
っ
た
こ
と
の

証
左
と
も
言
え
る
。
東
漢
（
二
五
～
二
二
〇
）
の
後
半
に
生
き
た
王
符
の
『
潜
夫
論
』
は
時
局
批
判
の
書

で
あ
り
、
全
三
十
六
篇
の
う
ち
「
愛
日
」
「
断
訟
」
の
二
篇
を
割
い
て
社
会
問
題
と
し
て
の
訴
訟
を
論
じ

て
い
る
。
生
没
年
不
明
の
王
符
の
『
潜
夫
論
』
は
一
一
一
年
か
ら
一
五
二
年
の
間
の
成
立
と
推
定
さ
れ
、

臨
沢
県
晋
簡
に
先
立
つ
こ
と
百
五
十
年
か
ら
二
百
年
で
あ
る
。
そ
こ
に
書
か
れ
た
の
は
「
郡
県
の
役
人
が

傲
慢
な
対
応
で
民
を
苦
し
め
、
訴
訟
を
長
期
化
さ
せ
て
い
る
」
「
末
端
の
吏
の
不
正
に
よ
っ
て
訴
訟
が
長

期
化
」
し
、
「
上
は
三
公
か
ら
下
は
県
道
郷
亭
な
ら
び
に
従
事
督
郵
の
有
典
の
司

に
至
る
ま
で
、
農
桑

*58

を
捨
て
て
訴
訟
に
出
向
い
た
り
、
審
問
に
呼
び
出
さ
れ
た
り
す
る
た
め
に
、
日
に
十
万
人
が
仕
事
の
手
を

止
め
る
。
当
事
者
一
人
に
送
飯
者
二
人
で
、
一
日
に
三
〇
万
人
が
本
業
を
離
れ
る
が
、
か
れ
ら
を
中
農
と

し
て
計
算
す
れ
ば
、
そ
の
た
め
に
二
〇
〇
万
人
が
飢
え
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
社
会
実
態
で
あ
る

。
*59

訴
訟
社
会
の
定
義
を
ど
う
す
る
か
は
難
し
い
が
、
中
国
に
お
い
て
は
す
で
に
西
漢
代
（
前
二
〇
六
～
後

八
）
に
は
盛
ん
に
土
地
の
売
買
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
紛
争
の
解
決
に
訴
訟
と
い
う
手
段

が
身
近
に
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
こ
の
語
を
使
用
す
る

。
そ
こ
に
土
地
の
所
有
権
と
い
う
概
念
の
有
無

*60

は
別
に
し
て
、
と
に
か
く
土
地
が
売
買
さ
れ
争
訟
が
起
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
東
漢
代
で
は
訴
訟
の
受

理
は
県
の
下
の
郷
、
更
に
郷
の
下
の
亭
で
多
く
受
理
さ
れ
て
い
た
。
「
後
漢
で
は
お
お
よ
そ
、
一
県
に
三

郷
余
り
が
置
か
れ
、
一
郷
に
は
ま
た
三
亭
か
ら
四
亭
が
置
か
れ
て
い
た
か
ら
、
郷
村
に
住
む
人
々
に
と
っ

て
訴
訟
を
受
け
付
け
て
く
れ
る
所
轄
部
署
は
手
近
に
あ
っ
た
」

。
こ
う
し
た
実
態
は
趙
宋
（
九
六
〇
～

*61

一
二
七
九
）
に
至
っ
て
「
健
訟
」

の
語
を
生
む
こ
と
に
な
る
が
、
清
の
雍
正
帝
（
在
位
一
七
二
二
～
一

*62

七
三
五
）
に
至
っ
て
は
訴
訟
は
受
理
す
べ
し
の
建
前
に
反
し
て
、
官
の
負
担
を
理
由
に
受
理
し
な
く
て
も

よ
い
と
い
う
露
骨
な
本
音
が
現
れ
た
雍
正
四
（
一
七
二
六
）
年
七
月
の
上
諭
ま
で
残
し
て
い
る

。
*63

古
代
か
ら
清
（
一
六
四
四
～
一
九
一
二
）
に
続
く
訴
訟
制
度
の
建
前
は
、
無
冤
の
理
念
に
基
づ
く
。
天

下
に
冤
（
不
当
な
扱
い
）
を
受
け
た
と
す
る
民
が
い
る
以
上
、
公
正
な
裁
き
を
下
す
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ

を
解
消
し
、
民
の
冤
の
矛
先
が
増
幅
し
て
自
ら
に
向
く
こ
と
を
未
然
に
回
避
し
よ
う
と
す
る
支
配
者
の
考
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え
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
漢
書
』
于
定
国
伝
に
「
天
下
無
冤
民
」
が
賞
賛
す
べ
き
治
世
で
あ
る
と
出
て

く
る
と
お
り
だ

。
た
だ
、
そ
こ
に
は
官
の
負
担
を
嫌
っ
て
訴
訟
を
受
理
し
た
く
な
い
と
い
う
本
音
も
働

*64

き
、
早
く
か
ら
前
述
の
よ
う
に
長
老
に
よ
る
調
停
を
利
用
し
た
り
、
極
端
な
例
で
は
雍
正
帝
の
上
諭
ま
で

登
場
す
る
。
し
か
し
、
長
老
に
よ
る
調
停
は
訴
訟
制
度
の
否
定
と
い
う
よ
り
も
紛
争
の
解
決
に
郷
村
に
お

け
る
自
治
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
大
き
く
は
国
家
の
訴
訟
制
度
の
一
環
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た

と
言
っ
て
よ
い
。
そ
こ
に
あ
る
建
前
は
飽
く
ま
で
も
「
天
下
無
冤
民
」
の
実
現
で
あ
っ
て
、
そ
の
手
段
の

保
障
と
し
て
の
訴
訟
制
度
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
長
訟
を
興
す
こ
と
自
体
に
そ
の
ま
ま
可
罰
性
を
認
め
る
と

い
う
行
き
方
は
成
り
立
ち
が
た
い
。
可
罰
性
は
、
訴
訟
で
探
知
し
た
事
実
に
向
け
ら
れ
る
は
ず
だ
。

六

誣
告
と
い
う
罪

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
臨
沢
県
晋
簡
の
争
訟
に
現
れ
た
名
目
上
の
可
罰
性
（
本
心
は
長
訟
を
咎
め

た
く
て
も
そ
れ
は
不
可
な
の
で
）
は
、
誣
告
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
く
る
。
「
誣
」
の
語
は
臨
沢
県
晋

簡
に
、
①
「
Ｃ
辞
誣
祖
母
」、
②
「
Ｄ
今
香
横
見
誣
言
」、
③
「
Ｄ
欲
死
誣
生
」
、
④
「
Ｆ
誣
冒
」、
⑤
「
Ｆ

還
相
誣
言
」
と
五
つ
現
れ
る
。
柿
沼
報
告
は
①
③
④
⑤
を
「
謗
る
」
と
日
本
語
訳
し
、
②
を
「
あ
る
こ
と

な
い
こ
と
を
言
う
」
と
訳
し
て
い
る

。
大
漢
和
辞
典
を
引
く
と
「
し
ひ
る
」
の
訓
が
筆
頭
に
挙
が
り
、

*65

「
な
い
こ
と
を
あ
る
よ
う
に
す
る
」「
な
い
が
し
ろ
に
す
る
」「
ま
げ
る
」
等
の
字
義
が
示
さ
れ
、
誣
告
も

こ
の
訓
の
箇
所
に
入
っ
て
い
る
。
五
つ
と
も
「
し
ひ
る
」
の
訓
が
含
む
字
義
で
良
い
の
で
は
な
い
か
。

今
の
日
本
の
法
体
系
に
身
を
置
く
者
は
、
誣
告
と
聞
く
と
刑
法
一
七
二
条
の
虚
偽
告
訴
罪
「
人
に
刑
事

又
は
懲
戒
の
処
分
を
受
け
さ
せ
る
目
的
で
、
虚
偽
の
告
訴
、
告
発
そ
の
他
の
申
告
を
し
た
者
は
、
三
月
以

上
十
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
」
を
想
起
し
、
虚
偽
の
申
告
と
は
「
自
己
の
確
信
に
反
す
る
こ
と
」

と
*66

な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
「
睡
虎
地
秦
簡
」

に
見
る
よ
う
に
、
秦
代
の
誣
告
は
少
し
幅
が
広
い
。
例
え
ば
、

*67

百
十
銭
を
盗
ん
だ
と
人
を
告
発
し
た
が
、
取
り
調
べ
た
と
こ
ろ
盗
ん
だ
の
は
百
銭
で
あ
っ
た
事
件
で
、
告

発
者
は
何
の
罪
に
な
る
か
と
い
う
問
い
が
載
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
増
額
が
故
意
で
あ
っ
た
場
合
は

何
の
罪
に
な
る
か
と
も
。
「
故
意
で
あ
れ
ば
誣
告
罪
、
故
意
で
な
け
れ
ば
『
告
不
審
』
と
さ
れ
て
い
る
」

と
解
説

さ
れ
る
と
お
り
、
ど
ち
ら
も
可
罰
性
あ
り
と
す
る
の
が
「
睡
虎
地
秦
簡
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の

*68

誣
告
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
の
犯
罪
を
憐
れ
ん
で
誣
告
と
人
を
殺
傷
す
る
以
外
は
不
可
罰
と
す
る
元
康
四

年
（
前
六
二
）
の
詔
が
『
漢
書
』
刑
法
志
に
出
て
い
て

、
漢
代
で
は
重
罪
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

*69

現
行
日
本
法
に
あ
っ
て
は
、
被
告
訴
人
が
松
一
本
を
盗
伐
し
た
こ
と
に
対
し
て
被
害
者
が
杉
四
十
七
石

・
松
二
十
五
石
と
い
う
過
大
な
被
害
を
主
張
し
て
告
訴
し
た
事
案
に
つ
き
、
被
告
訴
人
が
原
告
と
な
っ
て
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取
り
調
べ
の
際
に
受
け
た
精
神
的
苦
痛
を
理
由
に
告
訴
人
に
損
害
賠
償
を
求
め
た
裁
判
で
、
告
訴
人
が
「
一

本
で
あ
っ
て
も
盗
伐
は
盗
伐
で
告
訴
は
問
題
な
い
」
と
主
張
し
た
の
を
、
最
判
一
九
六
三
年
一
一
月
一
二

日
は
こ
れ
を
軽
率
な
告
訴
と
し
て
不
法
行
為
責
任
を
認
定
し
て
い
る

。
こ
れ
は
民
事
上
の
不
法
行
為
責

*70

任
を
一
定
の
要
件
で
認
め
る
こ
と
で
告
訴
権
の
濫
用
を
防
ご
う
と
す
る
立
場
だ
が
、
刑
法
の
通
説
は
犯
罪

の
成
否
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
部
分
で
事
実
を
誇
張
し
た
に
過
ぎ
な
い
場
合
は
不
可
罰
と
し
て
い
る

。
*71

一
方
、
泰
始
律
令
に
繋
が
る
法
体
系
で
も
あ
る
戦
国
秦
で
は
自
己
の
被
害
額
を
超
え
て
の
申
告
は
可
罰

性
が
あ
っ
た
。
で
は
、
臨
沢
県
晋
簡
の
争
訟
で
こ
れ
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
の
か
。
そ
れ
を
論
ず

る
に
当
た
り
、
そ
も
そ
も
古
代
の
中
国
法
制
に
お
け
る
民
事
訴
訟
と
刑
事
訴
訟
と
い
う
分
け
方
に
触
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
争
罪
を
獄
と
曰
い
、
争
財
を
訟
と
曰
う
」
と
『
周
礼
』
地
官
大
司
徒
の
鄭
玄
（
一

二
七
～
二
〇
〇
）
の
注
に
あ
る
と
お
り

、
罪
を
争
う
裁
判
と
財
産
を
争
う
裁
判
と
い
う
区
別
が
鄭
玄
の

*72

生
き
た
東
漢
代
に
は
既
に
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
近
代
法
の
概
念
で
は
な
く
ア
ン
ソ
ニ
ー
・

フ
ル
ス
ウ
ェ

が
「
こ
れ
は
民
事
訴
訟
な
の
だ
ろ
う
か
刑
事
訴
訟
な
の
だ
ろ
う
か
」
「
我
々
の
社
会
で
あ

*73

れ
ば
民
事
訴
訟
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
案
件
で
あ
っ
て
も
、不
可
避
的
に
刑
事
の
領
域
に
引
き
込
ま
れ
る
」

と
指
摘
す
る
よ
う
な
世
界
な
の
で
あ
る
。
フ
ル
ス
ウ
ェ
が
指
摘
し
た
の
は
「
侯
粟
君
冊
書
」
と
呼
ば
れ

*74る
東
漢
初
め
の
事
件
で
、
財
貨
の
返
済
を
求
め
た
裁
判
に
お
い
て
被
告
に
は
返
済
の
義
務
は
な
い
と
い
う

判
断
だ
け
で
な
く
、
原
告
の
側
に
器
物
の
使
用
に
関
し
て
可
罰
性
あ
り
と
さ
れ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る

。
*75

こ
れ
は
『
漢
書
』
刑
法
志
で
「
至
孝
武
即
位
…
条
定
法
令
、
作
見
知
故
縦
監
臨
部
主
之
法
、
緩
深
故
之

罪
、
急
縦
出
之
誅
」
（
孝
武
の
即
位
す
る
に
至
り
…
法
令
を
条
定
し
て
見
知
故
縦
・
監
臨
部
主
の
法
を
作

り
、
深
故
の
罪
を
緩
く
し
て
縦
出
の
誅
を
急
に
す
）
と
あ
り
、
「
見
知
故
縦
」
は
犯
罪
を
知
っ
て
見
逃
す

罪
、
「
監
臨
部
主
」
は
部
下
が
罪
を
犯
し
た
と
き
監
督
者
も
連
座
す
る
罪
、「
緩
深
故
之
罪
」
と
は
故
意
に

人
を
罪
に
陥
れ
た
役
人
が
い
て
も
寛
刑
に
処
す
る
こ
と
、
「
急
縦
出
之
誅
」
は
役
人
が
罪
人
を
不
当
に
減

免
し
た
と
き
の
処
罰
を
厳
し
く
す
る
こ
と

と
さ
れ
る
。
要
す
る
に
役
人
が
争
財
の
裁
判
で
探
知
し
た
犯

*76

罪
事
実
は
、
争
罪
の
手
続
へ
と
向
か
う
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
争
財
と

争
罪
の
関
係
は
「
民
刑
混
沌
」
と
表
現
さ
れ
て
、
中
華
民
国
成
立
に
よ
っ
て
民
刑
分
離
を
見
る
の
だ
が

、
*77

泰
始
律
令
下
で
も
民
刑
混
沌
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
の
が
臨
沢
県
晋
簡
の
争
訟
の
展
開
な
の
で
あ
る
。

実
は
、
本
稿
六
頁
に
引
い
た
一
〇
〇
一
号
木
牘
は
や
は
り
親
族
間
の
相
続
が
ら
み
の
争
訟
だ
が
、
土
地

を
強
奪
さ
れ
た
と
い
う
被
害
者
の
主
訴
で
始
ま
っ
て
い
て
、
督
盗
賊
と
い
う
県
官
が
手
続
に
関
わ
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
争
罪
が
前
面
に
出
て
い
た
。
そ
の
結
末
は
和
解
で
終
了
す
る
と
い
う
臨
沢
県
晋
簡
と
は
逆

の
結
果
で
あ
る
も
の
の

、
民
刑
混
沌
の
手
続
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
現
に
臨
沢
県
晋
簡
の
Ｃ

*78

に
は
「
侵
奪
」
と
い
う
孫
香
の
言
葉
も
見
え
て
い
て
、
督
盗
賊
の
官
が
関
与
し
た
一
〇
〇
一
号
木
牘
と
同
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じ
構
造
で
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
民
刑
混
沌
の
手
続
に
お
い
て
土
地
の
侵
奪
被
害

を
訴
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
過
大
な
被
害
申
告
と
さ
れ
れ
ば
訴
訟
に
及
ん
だ
孫
香
の
行
為
は
初
め

か
ら
誣
告
と
な
る
虞
を
含
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
長
老
の
孫
丞
に
よ
る
仲
裁
（
調
停
）
が
入

り
、
宗
長
で
あ
る
孫
丞
か
ら
解
決
案
が
示
さ
れ
る
中
で
、
孫
香
と
孫
発
は
こ
れ
を
不
服
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ

自
ら
が
望
む
土
地
所
有
を
認
め
る
よ
う
官
法
を
敢
え
て
請
求
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
相
続
に
纏
わ
る
親

族
間
の
土
地
所
有
の
揉
め
事
で
の
誣
告
罪
適
用
を
予
想
し
得
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
の
か
。

補
足
資
料
一
三
九
頁
に
従
っ
て
記
す
と
、
「
如
丞
所
断
、
為
了
。
香
発
兄
弟
不
和
、
還
相
誣
言
、
不
従

分
理
、
詣
官
紛
云
、
興
長
訟
、
請
求
官
法
、
請
事
諾
。
罰
香
発
鞭
杖
各
百
五
十
」
と
あ
り
、
郷
村
社
会
の

自
治
に
従
わ
ず
、
孫
香
と
孫
発
は
飽
く
ま
で
官
法
す
な
わ
ち
国
家
の
法
に
よ
る
解
決
を
求
め
た
。
そ
の
訴

求
の
内
容
を
、
お
互
い
に
誣
告
し
あ
っ
て
財
産
分
割
の
道
理
に
合
わ
な
い
こ
と
を
言
い
、
百
銭
盗
ま
れ
た

者
が
百
十
銭
盗
ま
れ
た
と
相
手
を
訴
え
る
が
如
く
、
自
己
の
取
り
分
を
超
え
て
求
め
或
い
は
自
己
の
取
り

分
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
侵
奪
の
被
害
と
し
て
両
者
は
訴
訟
し
て
い
る
と
県
官
た
ち
は
理
屈
づ
け
た
。
初
め

孫
発
は
訴
え
ら
れ
た
立
場
に
あ
っ
た
が
、
訴
訟
追
行
の
過
程
で
は
孫
発
も
実
質
的
に
「
孫
香
が
自
分
の
土

地
を
奪
お
う
と
し
て
い
る
」
と
主
張
す
る
誣
人
と
な
っ
た
。
頻
出
す
る
「
誣
」
字
が
語
る
所
で
あ
る
。

な
お
、
誣
告
罪
の
量
刑
は
「
睡
虎
地
秦
簡
」
で
は
罰
金
か
肉
刑
な
し
の
労
役
刑
に
止
ま
る
よ
う
に
も
読

め
る
が
、
西
漢
の
呂
后
二
年
（
前
一
八
六
）
の
所
謂
「
二
年
律
令
」

で
は
、
「
誣
告
の
と
き
は
告
発
し

*79

た
罪
と
同
じ
罪
を
誣
告
者
に
問
い
、
告
不
審
の
と
き
は
一
等
減
じ
た
罪
に
問
う
。
こ
の
原
則
は
秦
律
で
も

同
じ
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
」

。
残
念
な
が
ら
、
泰
始
律
令
の
定
め
る
量
刑
は
不
明
で
あ
る
。

*80

七

む
す
び

臨
沢
県
晋
簡
か
ら
誣
告
罪
を
読
み
と
ろ
う
と
す
る
管
見
は
、
牽
強
付
会
と
非
難
さ
れ
る
仮
説
で
あ
る
こ

と
は
自
覚
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
非
難
は
原
判
決
の
筋
の
悪
さ
に
拠
る
も
の
だ
と
思
う
。
訴
訟
社
会

に
あ
っ
て
郷
村
の
長
老
に
よ
る
調
停
を
拒
み
国
家
の
法
（
官
法
）
に
よ
る
裁
判
を
求
め
る
こ
と
は
、
手
続

的
正
義
と
し
て
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
も
拘
わ
ら
ず
長
訟
を
興
し
た
こ
と
を
罰
し
た
と
先
行

説
が
解
し
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
見
え
る
の
は
訴
訟
手
続
の
強
制
的
遮
断
と
い
う
本
音
な
の
で
あ
る
。

訴
訟
社
会
の
語
は
否
定
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
「
天
下
無
冤
民
」
の
理
念
の
下
で
民
衆
に
裁

判
所
の
門
戸
を
開
放
す
る
こ
と
は
手
続
的
正
義
の
保
障
と
い
う
統
治
の
方
法
と
し
て
首
肯
で
き
る
。
そ
れ

が
場
合
に
よ
っ
て
は
命
に
関
わ
る
刑
罰
が
科
せ
ら
れ
る
結
果
を
招
く
と
し
た
ら
、
一
体
誰
が
裁
判
所
の
門

を
叩
く
か
。
東
漢
代
の
『
潜
夫
論
』
に
見
え
る
よ
う
に
、
現
実
は
弊
害
を
産
み
つ
つ
も
紛
争
の
解
決
に
訴



当
日
配
布
さ
れ
た
報
告
資
料
は
、
加
筆
訂
正
の
上
で
『
歴
史
民
俗
研
究
第
十
三
輯
受
賞
論
文
・
第
十

*1
四
回
櫻
井
徳
太
郎
賞
受
賞
作
文
集
』
板
橋
区
教
育
委
員
会
二
〇
一
六
年
に
所
収
。
た
だ
し
本
稿
で
示
す

よ
う
に
、
両
者
は
釈
文
に
関
し
て
幾
つ
か
の
相
違
が
あ
る
。
本
来
は
補
足
資
料
と
し
て
公
刊
さ
れ
て
い

な
い
当
日
配
布
の
報
告
資
料
（
レ
ジ
ュ
メ
）
も
付
す
べ
き
だ
が
種
々
の
制
約
が
そ
れ
を
許
さ
な
い
。

拙
稿
「
日
本
に
お
け
る
書
写
材
料
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
、
古
田
武
彦
責
任
編
集
『
な
か
っ
た
真
実

*2
の
歴
史
学
』
第
六
号
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
二
〇
〇
九
年
所
収
。
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訟
と
い
う
手
段
が
身
近
に
あ
っ
た
の
が
中
国
の
歴
史
で
あ
り
、
孫
香
も
孫
発
も
ご
く
ご
く
普
通
に
振
る
舞

っ
た
だ
け
な
の
だ
。
臨
沢
県
晋
簡
の
争
訟
の
帰
結
は
実
際
は
前
述
の
雍
正
帝
の
上
諭
に
似
た
禁
じ
手
で
あ

る
が
、
形
式
的
で
は
あ
っ
て
も
誣
告
と
い
う
可
罰
性
を
用
意
す
る
こ
と
で
、
飽
く
ま
で
も
手
続
的
正
義
の

延
長
に
そ
れ
が
あ
る
の
だ
と
い
う
法
的
構
成
を
取
ろ
う
と
し
た
と
私
に
は
映
る
の
だ
。
建
前
の
維
持
で
あ

る
。
こ
の
筋
の
悪
さ
は
、
愍
帝
政
権
が
風
前
の
灯
火
と
な
っ
た
情
勢
不
安
に
起
因
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
作
成
に
よ
っ
て
、
中
国
訴
訟
社
会
史
の
一
端
に
触
れ
歴
史
の
進
歩
と
は
何
か
を
改
め
て
考
え
る
機

会
を
得
た
。
訴
訟
制
度
と
い
う
手
続
的
正
義
の
保
障
を
大
義
名
分
（
建
前
あ
る
い
は
綺
麗
事
）
と
し
つ
つ

訴
訟
乱
発
を
押
さ
え
込
も
う
と
す
る
支
配
層
内
部
の
せ
め
ぎ
合
い
は
、
支
配
の
正
統
性
と
関
わ
る
重
要
な

問
題
で
あ
る
。
臨
沢
県
晋
簡
と
の
邂
逅
は
、
私
に
は
衝
撃
で
あ
っ
た
。
当
方
の
不
躾
な
メ
ー
ル
に
も
快
く

応
答
さ
れ
た
柿
沼
陽
平
氏
へ
の
、
心
か
ら
の
謝
辞
で
拙
論
を
結
び
た
い
。
二
〇
二
〇
年
九
月
一
八
日
。

【
補
足
資
料
】

こ
こ
に
は
本
来
は
注
５
に
挙
げ
た
柿
沼
陽
平
の
論
文
か
ら
、
本
稿
で
史
料
批
判
の
対
象
と
し
た
臨
沢
県

晋
簡
の
原
文
お
よ
び
校
訂
、
書
き
下
し
文
、
日
本
語
訳
に
関
す
る
部
分
（
一
三
八
頁
～
一
四
〇
頁
、
一
六

七
頁
か
ら
一
七
二
頁
の
計
９
頁
分
）
を
抜
粋
し
て
複
写
添
付
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
出

典
を
明
記
し
た
と
し
て
も
出
版
者
の
著
作
権
（
論
文
著
作
者
と
と
も
に
出
版
者
に
も
著
作
権
は
あ
る
）
を

侵
害
す
る
虞
が
あ
り
、
結
果
的
に
出
版
者
の
承
諾
が
取
れ
な
か
っ
た
た
め
論
文
著
作
者
の
手
で
同
論
文
が

ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
Ｕ
Ｒ
Ｌ
の
記
載
を
以
て
替
え
る
こ
と
と
し
た
。
学
位
審
査
会
専
門
委
員
各
位
に
お
か

れ
て
は
、
左
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
の
ク
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
同
論
文
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
お
願
い
し
た
い
。

「
甘
肅
省
張
掖
市
臨
澤
県
黄
家
湾
灘
墓
出
土
晋
簡
」（
『
中
国
出
土
資
料
研
究
』
第
二
〇
号
、
二
〇
一
六

年
七
月
、
一
三
五
頁
か
ら
一
七
五
頁
）http://yohey0806.sun.m

acserver.jp/data/shizhao201607.pdf

http://yohey0806.sun.macserver.jp/data/shizhao201607.pdf
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『
魏
志
』
徐
邈
伝
に
、
曹
魏
の
明
帝
の
言
葉
と
し
て
「
涼
州
絶
遠
、
南
接
蜀
寇
」
と
あ
る
。
な
お
、

*3
本
稿
で
引
用
す
る
二
十
四
史
は
全
て
北
京
の
中
華
書
局
に
よ
る
点
校
本
で
あ
る
。

原
告
被
告
と
い
う
現
行
の
日
本
法
を
借
り
た
表
現
は
適
当
で
は
な
い
が
、
便
宜
使
用
す
る
。

*4

柿
沼
陽
平
「
甘
粛
省
張
掖
省
市
臨
澤
縣
黄
家
灣
灘
墓
出
土
晉
簡
譯
註
」
、
中
国
出
土
資
料
学
會
『
中

*5
国
出
土
資
料
研
究

第
二
十
号
』
二
〇
一
六
年
所
収
。

三
崎
良
章
『
五
胡
十
六
国
』
東
方
選
書
二
〇
一
二
年
は
、
三
〇
一
年
説
に
立
つ
（
七
十
五
頁
）。

*6

西
嶋
定
生
訳
注
『
晋
書
食
貨
志
』
東
洋
文
庫
二
〇
〇
七
年
の
一
七
七
頁
は
「
『
占
田
』
の
二
字
に
つ

*7
い
て
は
諸
種
の
解
釈
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
本
来
各
戸
が
占
有
し
て
い
た
土
地
を
官
に
申
告
し
て
そ
の

所
有
を
認
め
ら
れ
た
土
地
と
い
う
意
に
解
し
て
お
く
」
と
。

私
の
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
に
な
い
史
料
の
漢
字
は
意
味
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
他
の
字
に
書
き
換
え
て

*8
い
る
。
以
下
、
同
じ
。

注
７
の
西
嶋
書
一
七
六
頁
は
「
本
文
の
以
下
の
文
は
後
段
を
も
含
め
て
戸
調
式
の
名
で
総
称
さ
れ
る

*9
こ
と
が
多
い
が
、
以
下
の
文
に
示
さ
れ
て
い
る
占
田
・
課
田
の
規
定
…
の
す
べ
て
が
戸
調
式
な
る
名
称

の
法
に
含
ま
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
」
と
。

柿
沼
報
告
に
は
、
楊
国
誉
の
ほ
か
に
賈
小
軍
、
趙
莉
、
周
銀
霞
、
湯
恵
生
、
羅
将
、
魯
家
亮
の
臨
澤

*10
県
晋
簡
の
先
行
研
究
者
を
挙
げ
る
。
そ
の
主
な
も
の
は
注
５
の
柿
沼
論
文
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

『
東
洋
史
研
究
』
第
七
十
八
巻
第
二
号
二
〇
一
九
年
九
月
に
所
収
。

*11

『
晋
書
』
巻
八
十
六
張
軌
伝
。
た
だ
し
『
魏
書
』
巻
九
十
九
の
私
署
涼
州
牧
張
寔
伝
で
は
、
「
桓
帝

*12
西
略
也
、
軌
遣
使
貢
其
方
物
」
と
張
軌
が
鮮
卑
に
膝
を
屈
し
た
格
好
に
な
っ
て
い
る
。
張
寔
は
張
軌
の

子
で
前
涼
の
二
代
君
主
。

『
晋
書
』
巻
八
十
六
張
軌
伝
。

*13

五
胡
は
匈
奴
・
鮮
卑
・
羯
・
氐
・
羌
の
異
民
族
を
さ
す
が
、
こ
れ
が
差
別
的
呼
称
で
あ
る
と
し
て
改

*14
め
て
「
晋
・
十
六
国
時
代
」
等
の
言
い
換
え
が
あ
る
。
こ
の
種
の
歴
史
的
用
語
に
対
し
て
東
夷
の
私
は

目
下
の
と
こ
ろ
寛
容
を
旨
と
し
て
い
る
。

増
田
修
「
倭
国
の
律
令

筑
紫
君
磐
井
と
日
出
処
天
子
の
国
の
法
律
制
度
」
、
市
民
の
古
代
研
究
会

*15
編
『
市
民
の
古
代

第
十
四
集
』
新
泉
社
一
九
九
二
年
に
所
収
。

こ
の
こ
と
は
柿
沼
陽
平
か
ら
教
示
を
受
け
た
が
、
例
え
ば
滋
賀
秀
三
編
『
中
国
法
制
史
基
本
資
料
の

*16
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
一
九
九
三
年
も
、
漢
代
と
唐
代
の
間
は
七
野
敏
光
「
九
朝
律
考
お
よ
び
漢
唐

間
正
史
刑
法
志
」
の
よ
う
に
概
括
的
な
扱
い
に
な
っ
て
い
て
史
料
欠
落
を
示
唆
し
て
い
る
。
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内
田
智
雄
編
『
訳
注
中
国
歴
代
刑
法
志
』
創
文
社
一
九
六
四
年
の
一
二
四
頁
は
、
こ
こ
を
「
唐
律
か

*17
ら
類
推
す
る
と
、
お
そ
ら
く
違
令
の
罪
が
律
の
中
に
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
。

石
岡
浩
ほ
か
編
『
史
料
か
ら
み
る
中
国
法
史
』
法
律
文
化
社
二
〇
一
二
年
一
八
頁

*18

波
線
部
は
原
文
の
ま
ま
の
用
語
で
あ
る
。

*19

甲
令
と
は
、
皇
帝
の
命
令
と
し
て
の
単
行
令
に
分
類
の
た
め
に
十
干
に
よ
る
符
号
が
つ
い
た
も
の
と

*20
言
わ
れ
る
。
令
甲
と
も
書
か
れ
る
。
以
下
、
令
乙
令
丙
と
続
く
。
注

の
内
田
書
九
六
頁
。

１７

冨
谷
至
「
泰
始
律
令
へ
の
道

第
一
部

秦
漢
の
律
と
令
」
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
『
東
方
学

*21
報
』
七
十
二
冊
二
〇
〇
〇
年
所
収
。

注

の
冨
谷
論
文
。

*22

２１
廣
瀬
薫
雄
『
秦
漢
律
令
研
究
』
汲
古
書
院
二
〇
一
〇
年

*23

滋
賀
秀
三
『
中
国
法
制
史
論
集

法
典
と
刑
罰
』
創
文
社
二
〇
〇
三
年

*24

注

の
広
瀬
書
二
四
頁
。
こ
れ
に
関
し
て
、
例
え
ば
「
中
国
の
国
家
制
定
法
は
、
秦
漢
以
来
律
を
中

*25

２３

心
と
し
て
発
達
し
た
。
西
晋
（
三
世
紀
末
）
に
至
っ
て
、
令
が
基
本
法
典
と
し
て
形
を
整
え
、
律
令
併

存
の
時
代
が
は
じ
ま
っ
た
」
と
す
る
主
張
が
あ
る
（
注

『
中
国
法
制
史
基
本
資
料
の
研
究
』
所
収
の

１７

八
重
津
洋
平
「
故
唐
律
疏
議
」
）。

注

の
広
瀬
書
三
五
頁
。

*26

２３
注

の
広
瀬
書
二
八
頁
。

*27

２３
注

の
広
瀬
書
一
七
〇
頁
。

*28

２３
注

の
広
瀬
書
一
七
一
頁
。

*29

２３
注
５
の
柿
沼
論
文
。

*30

町
田
隆
吉
「
甘
粛
・
臨
沢
出
土
の
西
晋
簡
を
め
ぐ
っ
て
」
、
伊
藤
ほ
か
編
『
後
漢
・
魏
晋
簡
牘
の
世

*31
界
』
汲
古
書
院
二
〇
二
〇
年
刊
所
収
。

冨
谷
至
『
木
簡
・
竹
簡
の
語
る
中
国
古
代
』
岩
波
書
店
二
〇
〇
三
年
。

*32

内
村
悦
三
『
タ
ケ
の
大
研
究
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
二
〇
一
九
年
。

*33

注

の
町
田
論
文
二
〇
七
頁
。

*34

３１
籾
山
明
「
後
漢
後
半
期
の
訴
訟
と
社
会
～
長
沙
東
牌
楼
出
土
一
〇
〇
一
号
木
牘
を
中
心
に
」
、
夫
馬

*35
進
編
『
中
国
訴
訟
社
会
史
の
研
究
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
二
〇
一
一
年
の
第
二
章
。

注

の
籾
山
論
文
。
封
検
と
は
荷
札
で
あ
り
、
木
簡
な
ら
荷
札
で
あ
る
と
い
う
先
入
観
か
ら
か
。

*36

３５
町
田
隆
吉
「
甘
粛
・
臨
沢
出
土
の
西
晋
簡
と
孫
氏
一
族

臨
沢
出
土
西
晋
簡
研
究
（
一
）
」
一
三
九

*37
頁
、『
桜
美
林
論
考

人
文
研
究
』
第
七
号
二
〇
一
六
年
所
収
。
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臨
澤
県
晋
簡
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
に
も
民
事
訴
訟
の
語
が
当
然
の
如
く
出
て
く
る
こ
と
が
あ
る
が
、

*38
法
体
系
が
異
な
る
も
の
に
対
し
て
安
易
に
こ
の
用
語
を
使
う
の
は
問
題
で
便
宜
的
な
使
用
で
あ
る
。

注

の
広
瀬
書
の
一
五
三
頁
。
死
な
な
い
よ
う
に
法
定
の
笞
の
数
を
減
ら
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

*39

２３
『
隋
書
』
刑
法
志
に
「
高
祖
既
受
周
禅
、
開
皇
元
年
乃
詔
」
と
し
て
、
重
い
も
の
か
ら
死
刑
・
流
刑

*40
・
徒
刑
・
杖
刑
・
笞
刑
の
刑
名
を
定
め
た
。
杖
の
方
が
笞
よ
り
も
重
罰
で
あ
る
。

Ａ
を
冒
頭
に
す
る
排
列
が
成
り
立
ち
が
た
い
こ
と
は
、
注

の
町
田
論
文
で
検
討
さ
れ
て
い
る
。

*41

３２

注
１
参
照
。

*42

注
１
の
刊
行
資
料
で
は
訂
正
し
て
「
平
決
」
と
釈
文
し
て
い
る
が
、
龍
谷
大
学
レ
ジ
ュ
メ
五
頁
で
は

*43
「
平
史
」
と
し
て
い
る
。

夫
馬
進
「
中
国
訴
訟
社
会
史
概
論
」
九
頁
、
注

『
中
国
訴
訟
社
会
史
の
研
究
』
の
第
一
章
。

*44

３５

た
だ
し
、
そ
こ
に
今
の
仲
裁
契
約
同
様
の
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
が
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
。
日

*45
本
の
現
行
法
で
は
調
停
と
仲
裁
契
約
は
区
別
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
日
常
会
話
の
用
法
に
従
う
。

龍
谷
大
学
レ
ジ
ュ
メ
六
頁
。

*46

龍
谷
大
学
レ
ジ
ュ
メ
六
頁
。

*47

注

の
町
田
論
文
二
一
八
頁
。
他
の
先
行
研
究
に
あ
っ
て
も
同
旨
で
あ
る
こ
と
を
、
柿
沼
陽
平
か
ら

*48

３１

メ
ー
ル
で
教
示
を
受
け
た
。

注

の
冨
谷
論
文
。
引
用
の
漢
字
は
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
の
関
係
で
一
部
別
字
で
表
記
し
た
。

*49

２１
理
遣
の
意
味
が
不
明
で
あ
る
が
、
龍
谷
大
学
レ
ジ
ュ
メ
一
六
頁
で
は
譴
責
と
は
解
さ
ず
「
曹
（
戸

*50
曹
掾
史
。
つ
ま
り
役
所
の
担
当
部
署
）
の
お
役
人
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
こ
の
案
件
を
処
理
し
た
う

え
で
、
文
書
を
ご
返
信
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
」
と
現
代
語
訳
し
て
い
る
。

こ
の
司
馬
が
い
か
な
る
地
位
な
の
か
不
明
。
『
呉
志
』
孫
堅
伝
に
「
堅
以
郡
司
馬
募
召
精
勇
、
得
千

*51
余
人
」
と
東
漢
末
の
郡
司
馬
が
登
場
す
る
が
、
こ
の
募
兵
が
郡
司
馬
の
権
限
な
の
か
孫
堅
の
資
質
に
由

来
す
る
の
か
不
明
で
あ
り
、
ま
た
西
晋
の
郡
司
馬
が
東
漢
と
同
じ
も
の
か
否
か
も
不
明
で
あ
る
。

注
１
の
柿
沼
論
文
の
一
九
頁
以
下
。

*52

注

夫
馬
論
文
の
二
一
頁
。

*53

４４
注

の
『
中
国
訴
訟
社
会
史
の
研
究
』
。

*54

３５
例
え
ば
中
国
法
制
史
の
大
家
で
あ
る
仁
井
田
陞
の
遺
稿
集
『
中
国
の
法
と
社
会
と
歴
史
』
岩
波
書
店

*55
一
九
六
七
年
で
も
、
訴
訟
社
会
と
い
う
視
点
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。

注

の
七
一
頁
。

*56

１８
金
谷
治
訳
註
『
論
語
』
岩
波
文
庫
一
九
六
三
年
一
六
四
頁
は
、
こ
れ
を
訴
訟
を
な
く
そ
う
と
努
力
す

*57



従
事
と
督
郵
は
官
名
、
有
典
の
司
は
そ
れ
ら
の
部
下
を
意
味
す
る
。

*58

注

の
籾
山
論
文
一
四
五
頁
。
送
飯
者
は
原
文
「
一
人
有
事
、
二
人
獲
餉
」
で
、
こ
れ
は
「
一
個
人

*59

３５

有
事
、
就
要
両
個
人
護
持
、
送
飯
」
と
解
し
た
彭
丙
成

『
新
訳
潜
夫
論
』
三
民
書
局
一
九
九
八
年
に

従
っ
た
よ
う
だ
が
、
意
味
が
よ
く
分
か
ら
な
い
。
同
書
は
「
獲
」
は
「
護
」
の
誤
で
あ
る
と
す
る
。

注

の
夫
馬
論
文
三
一
頁
。

*60

４４
注

の
夫
馬
論
文
三
三
頁
。

*61

４４
大
澤
正
昭
『
主
張
す
る
〈
愚
民
〉
た
ち
』
角
川
書
店
一
九
九
六
年
は
、
四
名
の
研
究
者
に
よ
る
南
宋

*62
代
の
裁
判
史
料
『
清
明
集
』
の
事
例
紹
介
で
あ
る
。
健
訟
を
訴
訟
マ
ニ
ア
と
訳
し
て
い
る
。

注

の
夫
馬
論
文
二
五
頁
。
民
の
訴
状
に
は
デ
タ
ラ
メ
が
多
い
と
雍
正
帝
は
言
い
切
っ
て
い
る
。

*63

４４
注

の
夫
馬
論
文
一
九
頁
。

*64

４４
こ
こ
は
注
１
の
柿
沼
論
文
も
龍
谷
大
学
レ
ジ
ュ
メ
も
同
じ
で
あ
る
。

*65

藤
木
英
雄
『
新
版
刑
法
（
全
）』
弘
文
堂
一
九
八
七
年
二
一
八
頁
。

*66

一
九
七
五
年
に
湖
北
省
雲
夢
県
睡
虎
地
で
出
土
し
た
、
戦
国
秦
の
役
人
の
便
覧
で
あ
っ
た
簡
牘
。

*67

松
崎
つ
ね
子
『
睡
虎
地
秦
簡
』
明
徳
出
版
社
二
〇
〇
〇
年
九
五
頁
以
下
。
告
不
審
も
罪
名
で
あ
る
。

*68

注

の
内
田
編
『
中
国
歴
代
刑
法
志
』
四
八
頁
。

*69

１７
黒
澤
睦
「
告
訴
権
の
濫
用
的
行
使
と
民
事
不
法
行
為
責
任
（
一
）
」
五
九
頁
、
『
法
律
論
叢
』
第
八
四

*70
巻
第
六
号

明
治
大
学
二
〇
一
二
年
所
収
。

大
塚
仁
ほ
か
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
第
三
版
』
青
林
書
院
二
〇
一
四
年
四
一
五
頁

*71

籾
山
明
『
中
国
古
代
訴
訟
制
度
の
研
究
』
京
都
大
学
出
版
会
二
〇
〇
六
年
一
二
五
頁
。

*72

一
九
一
〇
年
～
一
九
九
三
年
。
ラ
イ
デ
ン
大
学
教
授
の
中
国
法
制
史
家
。

*73

注

の
籾
山
書
一
五
七
頁
。

*74

７２
注

の
籾
山
書
一
四
六
頁
。

*75

７２
注

の
内
田
編
『
中
国
歴
代
刑
法
志
』
三
六
頁
。

*76

１７
黄
源
盛
「
『
民
刑
混
沌
』
か
ら
『
民
刑
分
離
』
へ
」
、
注

『
中
国
訴
訟
社
会
史
の
研
究
』
第
十
二
章
。

*77

３６

注

の
籾
山
論
文
。

*78

３５
一
九
八
三
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
出
土
し
た
「
張
家
山
漢
簡
」
の
中
の
五
二
六
枚
の
竹
簡
で
あ
る
。

*79

注

の
広
瀬
書
二
六
四
頁
。
こ
れ
を
反
坐
と
呼
ぶ
。

*80

２３
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る
こ
と
と
解
す
る
徂
来
説
を
紹
介
し
て
い
る
。


